
例

え

ば

今

年

度

、

市

は

夏

季

歳

末

貸

付

廃

止

。

そ

う

い

う

福

祉

切

り

捨

て

の

時

の

い

つ

も

の

理

由

。

市

長
曰
く
「
財
政
危
機
」
。

そ

こ

で

井

上

議

員

の

質

問

「

国

の

大

企

業

・

お

金

持

ち

減

税

を

や

め

れ

ば

、

市

の

税

収

も

増

え

る

。

な

の

に

市

長

は

、

む

し

ろ

国

言

い

な

り

。

そ

ん

な

状

態

で

市

民

に

『

危

機

』

を

押

し
付
け
る
の
は
間
違
い
」
。

※

※

①

政

府

の

大

企

業

・

大

金

持

ち

減

税

策

が

自

治

体

財

政

に

と

っ

て

マ

イ

ナ

ス

に

（

例

１

）

国

の

大

企

業

減

税

が

自

治

体

の

法

人

市

民

税

法

人

税

割

の

減

収

に

直

結

。

法

人

税

割

は

、

法

人

税×
税

率

で

計

算

。

不

当

な

減

税

を

止

め

れ

ば

大

幅

増

収

に

。

過

去

に

比

べ

、

市

の

法

人

税

割

収

入

は

、

今
や
半
減
。

（

例

２

）

個

人

市

民

税

所

得

割

も

同

様

。

高

額

所

得

者

の

税

率

％

（

低

所

得

10

者

３

％

）

を

、

国

が

一

律

８

％

に

し

た

た

め

に

、

そ

の
分
、
市
は
減
収
。

※

※

②

削

る

べ

き

を

削

り

、

集

め

る

べ

き

を

集

め

れ

ば

国

も
財
源
は
あ
る

そ

こ

で

、

国

に

も

っ

と

モ

ノ

申

す

べ

き

な

の

に

、

い

つ

も

市

長

は

「

国

の

財

政
も
大
変
だ
」
。
し
か
し
、

軍

事

費

を

削

り

大

企

業

・

富
裕
層
減
税
を
止
め
れ
ば
、

財

源

は

あ

る

。

ま

た

税

金

の
集
め
方
も
改
善
が
必
要
。

所

得

税

最

高

税

率

や

法

人

税

が

引

き

下

げ

ら

れ

、

消

費

税

頼

み

。

税

金

の

所

得

再

配

分

機

能

が

失

わ

れ

、

逆
に
税
金
が
格
差
を
拡
大
。

国

が

大

変

な

の

は

、

お

金

が

無

い

こ

と

よ

り

も

こ

れ

ら

の

歪

ん

だ

税

財

政

の

あ

り

方

。
「

国

も

大

変

」

と

の

認

識

で

は

市

も

同

罪

。

※

※

③

市

自

身

も

大

型

事

業

の

凍
結
を

福

祉

や

教

育

の

話

の

時

は

財

政

危

機

だ

と

言

い

な

が

ら

、

北

陸

新

幹

線

や

油

小

路

通

り

地

下

バ

イ

パ

ス

計

画

は

見

積

り

抜

き

で

も

推

進

。

要

は

お

金

の

有

無

で

は

な

く

気

持

ち

の

問

題

だ

と

の

証

明

。

鴨

東

線

拡

幅

な

ど

、

市

の

大

型

事

業

を
撤
回
す
べ
き
。

※

※

④

大

型

事

業

の

推

進

、

民

間

化

や

職

員

削

減

、

地

方

自

治

の

魂

を

忘

れ

た

市

政

こ
そ
が
危
機

国

の

財

政

へ

の

批

判

的

視

点

の

欠

如

、

市

も

大

型

事

業

推

進

、

公

務

の

民

間

化

や

職

員

削

減

、

地

方

自

治

の

魂

を

忘

れ

た

こ

う

い

う

現

状

こ

そ

が

、

財

政

危

機

な

ら

ぬ

市

政

の

本

当

の

危

機

。
「

財

政

危

機

」

強

調

の

前

に

、

国

に

税

財

政

の

転

換

を

求

め

る

べ

き

。

※

※

【

答

弁

＝

財

政

局

長

】

国

で

は

、

公

平

公

正

か

つ

均

衡

の

と

れ

た

安

定

的

な

税

体

系

。

国

の

法

人

税

軽

減

は

、

大

企

業

優

遇

で

は

な

く

、

中

小

企

業

を

含

め

、

企

業

が

積

極

的

に

設

備
投
資
な
ど
に
取
り
組
み
、

成

長

を

促

す

観

点

か

ら

行

わ

れ

て

い

る

。

本

市

は

、

一

定

規

模

の

大

企

業

に

超

過

課

税

を

行

い

、

能

力

に

応

じ

た

負

担

を

求

め

て

い

る

。

個

人

市

民

税

が

所

得

に

関

わ

ら

ず

同

じ

税

率

な

の

は

、

地

域

で

負

担

を

分

か

ち

合

う

税

金

だ

か

ら

。

国

に

、

安

定

的

な

税

財

源

の

確

保

を

求

め

、

行

政

サ

ー

ビ

ス

向

上

と

、

自

主

的

で

安

定

的

な

財

政

運

営

を

行
え
る
よ
う
努
め
て
い
く
。
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国
追
随
、
格
差
拡
大
、
公
務
の
民
間
化
等
こ
そ
が
、
市
政
の
危
機

＝

市
長
の"

財
政
危
機"

論
を
斬
る

＝

前
号
に
引
き
続
き
、
５
月
の
代
表
質
問
と
答
弁
の
趣
旨
を
紹
介
し
ま
す
。
今

回
は
、
最
後
の
財
政
の
部
分
で
す
。
市
長
の
言
う
「
財
政
危
機
」
論
に
つ
い
て
、

そ
の
「
危
機
」
の
根
源
で
あ
る
国
の
財
政
政
策
に
無
批
判
的
に
追
随
し
な
が
ら
、

市
民
に
「
危
機
」
を
押
し
付
け
る
の
は
間
違
い
だ
と
指
摘
し
ま
し
た
。

市民税のあらまし
①個人市民税（均等割＋所得割）

②法人市民税（均等割＋法人税割）

②は会社など。①②とも、所得に

関係ない一律の額（均等割）＋所得

に応じて計算した額。法人税割は、

所得に応じて国に払う法人税×税率。

大企業への法人税減税をやめれば、

市の法人税割収入も増える。

①は、均等割もあるから、所得割

まで、局長答弁の「分かち合い」＝

同じ税率＝はおかしい。昔は所得に

応じた税率だったのを、国が口を出

して今は一律８％に。金持ちを 10 ％
に戻せば市の税収も増える。

市長は「財政危機」の根源である

国への追随と、市自身もムダ遣い。

励まし合って定額給付金申込み勉強
会（九条健康友の会６／ 13）


